
令和 4

　　　

(２)
（１） １個
（２） ５個
（３） １個

令和 5 年 3 31 日 日

経済戦略局産業振興部産業振興課

経済戦略局産業振興部産業振興課

　

修繕概要 １　階段通路誘導灯修繕
２　光電式スポット型感知器修繕

第３浪速東（南）工場アパートの階段通路誘導灯の取替え
浪速購買施設の光電式スポット型感知器の取替え

修繕項目

 年度

修繕名称

修繕設計書

第３浪速東（南）工場アパート階段誘導灯ほか消防設備修繕

大阪市浪速区浪速西２－２－12

第３浪速東（南）工場アパート
路線・対象物名 履行場所

大阪市浪速区浪速東３－５－５
　履行場所

浪速購買施設
第３浪速東（北）工場アパート 大阪市浪速区浪速東３－５－16

- 1 -

大阪市

監督

設計

履行期限 月 契約後

第３浪速東（北）工場アパートの光電式スポット型感知器の取替え



下記の項は●印の項目を適用する。

１．別紙特記仕様書　　　●　有　　　　　　　　無

２．施工時間帯

時間帯　　●昼間　　　　夜間　　　　　昼夜間

\ 0

\ 0

      　

　特記事項

 委託料

大阪市

うち消費税等相当額

- 2 -

十億 百万

千

円

百万 円

〔
〔

千

〕
〕

十億 百万



事業区分 事業名称 修繕価格 消費税額 合　　　計

経済戦略 第３浪速東（南）工場アパート
階段誘導灯ほか消防設備修
繕

修　繕　内　訳　　

摘　　　要

- 3 -

大阪市 



事業区分 工　　種 単位 数　量 単    価 金　　   額 摘　　要

階段通路誘導灯 個 1

#REF!

光電式スポット型感知器 個 5

（浪速購買施設分）

光電式スポット型感知器 個 1

（第3浪速東（北）工場アパート分）

取替費用 式 1

処分費 式 1

諸経費 式 1

#REF!

#REF!

#REF!

大阪市
- 4 -

第３浪速東（南）工場アパート階段誘導灯ほか消防設備修繕

小計

消費税相当額

合計

第３浪速東（南）工場アパー
ト階段誘導灯ほか消防設備
修繕



　　　　　　本修繕の仕様は、下記の図書及び仕様書・特記仕様書（図面に特記する仕様事項

　　　　　　を含む）による。ただし、本修繕に関係ないものは適用しない。

名　　　　　　　称

1. 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編） （最新版）

2. 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編） （最新版）

3. 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編） （最新版）

１ 案件名称 第３浪速東（南）工場アパート階段誘導灯ほか消防設備修繕　

２ 履行場所

３ 履行期限

４ 修繕対象

５ 一般共通事項 (1) 本修繕は「修繕請負契約書」に基づき、各種関係法令及び上記仕様書に従

い履行すること。

(２) 現場の管理は、建設業法、労働基準法、労働安全衛生法、職業安定法、

消防法、大阪市火災予防条例その他関係法令に従い行うこと。

(３) 本修繕は、発注者と日程等を協議・調整し、原則として、

土日祝日を除く月曜日～金曜日の９：００～１７：００までに行うこと。

(４) 修繕用電力、用水を受注者で用意すること。

（５） 発注者の求めに応じて着工７日前を目途に発注者が定めた書式

である「作業届（作業日程・内容・安全対策等記載）」をもとに発注者と

「事前打合せ」を行い、作業日時等を協議・調整の上、実施すること。

(６) 使用する機器については事前に書面を監督職員に提出し承諾を受けること。

(７) 軽微な変更であっても発注者の指示又は確認を得た後に行うこと。

(８) 発注者と協議した内容（電話打合せ含む）について、記録簿をその都度作成

し、すみやかに発注者へ提出すること。

(９) 作業後、「作業報告書」を提出すること。

(10) 「修繕写真」は修繕場所・作業内容・寸法等を記入した黒板等により、各工程を

撮影し、説明を記載すること。

第３浪速東（南）工場アパートに設置されている階段通路誘導灯、浪速購買施
設及び第３浪速東（北）工場アパートの光電式スポット型感知器について修繕
を行う

令和5年3月31日

  発行：（一財）建築保全センター

仕　様　書

仕様書の適用

監修・ 発行元

  監修：国土交通省大官
          房官庁営繕部

第３浪速東（南）工場アパート   ( 大阪市浪速区浪速東３－５－５)

浪速購買施設                      (大阪市浪速区浪速西２－２－12)

第３浪速東（北）工場アパート    (大阪市浪速区浪速東３－５－16)



(11) 撤去物の処分は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「資源の有効な利用

の促進に関する法律」、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」

「建設副産物適正処理推進要綱」を遵守し、適正な処理及び再生資源の活用を

図ること。

(12) 修繕において、仕様書、図面等の相互間で、相違のある場合の優先順位は

以下のとおりとする。

① 協議等にて確定した事項

② 質問回答書

③ 特記仕様書

④ 図面

⑤ 仕様書

６ 現場管理 （１） 作業者その他出入者の風紀、安全、衛生の取締り、火災盗難その他第三者

災害防止及び作業場所の整理整頓について注意すること。また施設内入居

者及び近隣住民に支障のないよう配慮すること。

(２) 施設建物・近隣建物、器物その他を損傷又は汚損しないよう注意すること。

もし損傷又は汚損した場合は発注者の指示により、すみやかに原状に復

すること。

(３) 作業場所では危険表示・危険防止等の安全対策を施すこと。

(４) 修繕作業場所、敷地内は禁煙とする。

(５) 資機材は発注者の指定する場所に整理の上、仮置きするものとする。

(６) 安全衛生管理・仮設・養生・後片付け・清掃は確実に行うこと。

７ 完了報告 「作業報告書」、「完了届」及び発注者の指示する書類は修繕完了後、指定

する部数をすみやかに提出すること。

８ 提出物 受注者は契約締結後、発注者の指定する関係提出書類を必要部数作成し、

速やかに発注者に提出すること。なお、提出書類の様式は契約締結後に

発注者より提供する。ただし、様式に定めのない書類については事前に

協議し、受注者において作成すること。

９ 完了検査 (１) 作業完了後、作業報告書及び作業前後の写真を速やかに発注者へ２部提出

すること。

(２) 完了検査には主任技術者は立会すること。

１０ 本市担当 大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課

電話：06-6615-3771



１ 修繕項目 （１） 第３浪速東（南）工場アパートの階段通路誘導灯（配置・天井高は平面図①参照）

・既設FL-20W

・壁直付型、20型、LED照明でひとセンサにより調光ができる階段通路誘導灯に

取替を行うこと。

（２） 浪速購買施設の光電式スポット型感知器（配置・天井高は平面図②参照）

・ホーチキ株式会社製　HAU-AＡＷ25（15）型に対応しているホーチキ株式会社　

SL-2RL相当2種・露出型の光電式スポット型感知器で取替を行うこと。

（３）

2種・露出型の光電式スポット型感知器で取替を行うこと。

2 特記事項 ・ 別紙１「電気機械設備修繕仕様書」に基づき施工すること。

・ 「作業写真」については、別紙２「作業写真撮影要領」に基づき作成すること。

・ 本案件に必要な消耗品及び小部品等は、本契約に含むものとする。

・

・ 作業実施後は試験調整を入念に行うこと。

・ 修繕完了後は消防関係法令に基づき所管の消防署への届出を遅延なく行うこと。

２　電気工事士法に規定する第一種電気工事士又は電気事業法に規定する
第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者若しくは第三種電気主任技
術者

作業者は下記１、２の資格を両方有すること。

特　記　仕　様　書

・ホーチキ株式会社製　RPJーEW05型に対応しているホーチキ株式会社SL-2RL相当

第３浪速東（北）工場アパートの光電式スポット型感知器（配置・天井高は平面図③参照）

・1階は平面図②NO.1～NO.3、地下1階は平面図②NO.4及びNo.5を取替すること。

１　消防法に規定する「消防設備点検資格者」又は第四類、第七類の「甲種消
防設備士」若しくは「乙種消防設備士」













別紙１ 

電気機械設備修繕仕様書 
 
 

１．本仕様書は、経済戦略局により行う電気設備・機械設備の修繕に適用する。 
２．設計書・明細書に特記仕様がある場合は特記仕様を優先する。 
３．請負人は、修繕にかかる技術監理及び施工管理、工程管理など一切の業務を担当す 
  る主任技術者を定め、本市へ通知しなければならない。 
４．請負人は、修繕場所において修繕作業にたずさわる作業者を本市へ通知しなければな 
  らない。 
５．主任技術者は、監督職員と作業要領、提出書類、作業日など必要な事項について打合 
  せを行うこと。 
６．使用材料については事前に監督職員の承諾を得て使用すること。 
７．法令に基づく届出、及び立会い検査を受ける必要があるものについては、これに必要 
  な一切の手続きと立会いは、請負人の負担で行うこと。 
８．作業完了したときは、すみやかに関係書類を提出すること。 
９．請負人は、特記仕様に定めるもののほか、次の書類の中から必要なものを本市の指定 
  する期日までに提出しなければならない。 
 

名  称 提出部数 提出時期 備  考 
着手届 １ 契約後速やかに  
工程表 １ 契約後速やかに  
打合せ等記録簿 １ その都度  
主任技術者通知書 １ 契約後速やかに  
主任技術者が受注者に所属す

ることを証する書面の届出 
１ 契約後速やかに 

 

責任者通知書 １ 契約後速やかに  
責任者変更通知書 １ 変更後速やかに  
預かり証 １ 物件の引取り日  
貸与品借用書 １ 引渡しの日から 

７日以内 
 

支給品受領書 １ 引渡しの日から 

７日以内 
 

貸与品等返納書 １ 貸与品等の返納日  
修繕完了等通知書 １ 完了後速やかに  
請求書 １ 検査実施後かつ指

示事項処理完了後 
 



名  称 提出部数 提出時期 備  考 
承諾図面 １ 作業前 指示のあるもの 
作業報告書 ２ 完了後速やかに  
作業写真 ２ 完了後速やかに 別紙２「作業写真撮

影要領」のとおり 

 
 



別紙２ 
作業写真撮影要領 

 

この要領は、仕様書に記載されている「作業写真」に関する撮影方法等を示したものであり、受注者はこの

要領に従い実施すること。仕様書本文と相違がある場合は仕様書本文を優先する。 

 

撮影の目的 

写真撮影の目的は、仕様書に記載の業務内容、すなわち点検、整備あるいは部品交換等が実施されたこ

とを後日第三者に証明することである。契約書に基づく検査時に検査職員が確認できるようでなければなら

ない。作業時に監督職員が立ち会っていたとしても写真撮影を省略することはできない。 

 

全般事項 

①写真はカラーとし、鮮明に撮影する。 

②大きさは 83mm×117mm 以上とする。 

③撮影時に業務名称、作業内容（点検内容、整備内容、交換部品名等）、作業日、受注者名を記した黒板、

白板あるいはパネル等（以下、「黒板等」という。）を写しこむこと。ただし、高所作業や狭あい箇所等で

黒板等を写しこむことが危険な場合や、撮影対象物が遠方で焦点が合わない場合等は、写真帳の説明

欄に記載することで代えることを可とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④写真だけでは位置、方向が不明確な場合は、黒板等の「作業内容」欄に適宜記載すること。 

（例：2 階便所前パイプスペース内／電動弁を下方向から撮影） 

⑤長さや深さを示す必要がある場合は、スケールをあてた状態で、そのスケールの数値が鮮明に見える

よう撮影すること。 

⑥撮影自体が困難な場合は、当該作業を実施する前に監督職員へ申し出ること。 

 

デジタルカメラによる撮影について 

①画素数は鮮明度を損なわないものとする。 

②撮影直後に構図や焦点が適正かを確認する。 

③画像データを CD-R に記録して提出する。CD-R のレーベルに、「業務名称」、「作成年月」、「受注者名」、

「何枚目／総枚数」を記載する。画像のファイル形式は JPEG とする。 

 

フィルムによる撮影について 

①撮影後速やかに現像、焼付を行う。 

②ネガを提出する。 

 

具体的な撮影対象の例（典型的な例を示したものであり、これらに限定するという意味ではありません。） 

①点検作業 

・点検作業中を撮影。点検している対象物及び作業中であることが明確となるよう撮影する。 

・法令（労働安全衛生法等）に違反するような状態で作業を行わないこと。 

②整備作業 

・整備作業中を撮影。整備内容及び作業中であることが明確となるよう撮影する。 

業務名称 ○○スポーツセンター○○整備業務委託 

作業内容    ○○バルブ交換 

          既設取付け状態 

作 業 日       令和○○年○○月○○日 

受注者名         ○○○○株式会社 

（黒板等の表記例） 



・法令（労働安全衛生法等）に違反するような状態で作業を行わないこと。 

③部品交換 

・交換前の旧品（既設）の取付け状態を撮影する。 

・取りはずした旧品と新品を並べて撮影する。（旧品、新品の区別を明示する） 

・交換後の新品の取付け状態を撮影する。（旧品の取付け状態撮影時と同等の角度、倍率で） 

・新品本体に型番の表記があれば写しこむ。（本体に表記がない場合は型番が記載された梱包ケース

等を撮影する） 

④施工後の状態では容易に確認できないもの 

・配管、バルブ、ダクトは保温前に撮影する。 

・地中埋設部分は埋設前に撮影する。 

⑤気密試験 

・開始時及び終了時の圧力計及び時計の数値が鮮明に見えるよう撮影する。（開始時と終了時は同等

の角度、倍率で） 

⑥不良箇所 

・仕様書での点検範囲または仕様書の修繕・整備対象範囲外で不良箇所が発見された場合は当該箇

所を撮影する。（仕様書に記載の場合） 

⑦産業廃棄物処分 

・収集・運搬車に積み込んだ状態、または自社の集積場所に置いた状態を撮影する。（監督職員の指示

に従うこと） 

⑧その他 

   ・履行場所だけでなく、工場へ持ち帰って作業した場合も撮影する。 

   ・試運転調整や自社検査中の状況も撮影する。 

・監督職員より特に撮影するよう指示を受けたものを撮影する。 

 

撮影した写真の整理 

①Ａ４の大きさの写真帳を作成、または業務報告書の中に綴じる。 

②写真は片面に 3 枚を収めることを基本とする。 

③写真プリントしたものは脱落しないようにする。 

④デジタルカメラで撮影した場合は、印刷したものでも写真プリントしたものでも可とする。 

⑤写真は作業内容ごとまたは作業日順に並べる。 

⑥CD-R は、最後部にポケットを設け脱落しないよう収納する。 

⑦写真帳の場合、厚さが概ね１cm 以上となる場合は背表紙を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（※）写真帳を作成する場合の記載例 

 

令和○○年度 

 

○○スポーツセンター○○ 

整備業務委託 

 

作業写真 

 

○○株式会社 

 

写真 説明 

 

CD-R 

表紙（※） 内容 最後部 

令
和
○
○
年
度 

○
○
整
備
業
務
委
託 

作
業
写
真 

背表紙（※） 

写真 説明 

写真 説明 



施工提出書類一覧表について

 １ 施工上必要な提出書類は次のとおりです。

 ２ 提出書類の内容に変更が生じた場合は、その都度提出しなければならない。

 ３ 上記のほか設計図書又は監督職員の指示する書類は、速やかに提出しなければならない。

 ４ 各提出書類の様式は監督職員より配付を受けること。

 ５ 提出書類は、監督職員へ提出すること。

様式 書　　　類　　　名 内容 提 出 時 期 受 領 日

1 着手届
契約締結後
速やかに

令和　　年　　月　　日

2 工程表
修繕請負契約書
第１条第４項による

契約締結後
速やかに

令和　　年　　月　　日

3
打合せ等記録簿
（修繕請負用）

発注者と受注者の間で
指示・請求・通知・報告・
申出・承諾・解除等を
とりかわす書面

その都度 令和　　年　　月　　日

4 主任技術者通知書
修繕請負契約書
第10条による

契約締結後
速やかに

令和　　年　　月　　日

5
主任技術者が受注者に所属する
ことを証する書面の届出

契約締結後
速やかに

令和　　年　　月　　日

6 責任者通知書
修繕請負契約書
第15条による

契約締結後
速やかに

令和　　年　　月　　日

7 責任者変更通知書
修繕請負契約書
第15条による

変更後
速やかに

令和　　年　　月　　日

8 預かり証
修繕請負契約書
第11条第２項による

物件の引取り日 令和　　年　　月　　日

9 貸与品借用書
修繕請負契約書
第17条第３項による

引渡しの日から
７日以内 令和　　年　　月　　日

10 支給品受領書
修繕請負契約書
第17条第３項による

引渡しの日から
７日以内 令和　　年　　月　　日

11 貸与品等返納書
修繕請負契約書
第17条第３項による

貸与品等の返納日 令和　　年　　月　　日

12 修繕完了等通知書
修繕請負契約書
第23条による

完了（納入）後
速やかに

令和　　年　　月　　日

13 請求書
修繕請負契約書
第28条による

検査に合格した後
又は

検査の結果、
減価採用を認められ、

物件を引渡した後

令和　　年　　月　　日



様式１

監督職員
補助監督
職　　　員

監督補助
者

受注者

保存５年

　事業名称

　履行期限 　　令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

　契 約 日 　　令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日　着 手 日 　　令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

履行場所 ○○●●修繕

　　　次のとおり着手するのでお届けします。

記

着　　手　　届

令和　　　年　　　月　　　日

大阪市長　様

主たる営業所（又は支店等）

の 所 在 地
商 号 又 は 名 称
代表者（又は受任者）



様式２

保存５年

事　業　名　称

内容　　　　　　　期間

主たる営業所（又は支店等）

の 所 在 地
商 号 又 は 名 称
代表者（又は受任者）

受　注　者

工　　　　程　　　　表

大阪市長　様

監督職員

令和　　　　年　　　　　月　　　　　日

監督補助者
補助監督
職　　　員



様式３

監督補助者

□発注者 □受注者 実施年月日

発注者

受注者

□指示　・ □請求　・ □通知　・ □報告　・ □申出　・

□その他 

□指示　・ □承諾　・ □協議　・ □通知　・ □受理　 します。

氏名：

□承諾　・ □協議　・ □提出　・ □報告　・ □届出　 します。

氏名：

監督職員
補助監督

職員

（　　　　　　　）

打 合 せ 等 記 録 簿（修 繕 請 負 用）

発　　　議　　　者

出　　　席　　　者

実 　施 　方　 法

発 　議　 事　 項

令和　　　年　　　月　　　日

　会議　　・　　電話　　・　　その他 （　　　　　　）

　●●修繕

　　（内　容）

事　 業　 名　 称

  □その他 （　　　　　）

令和　　　年　　　月　　　日

処
理
・
回
答

発
注
者

受
注
者

上記について

上記について

  □その他 （　　　　　）

令和　　　年　　　月　　　日



年 月 日

主たる営業所（又は支店等）

の 所 在 地
商 号 又 は 名 称
代表者（又は受任者）

様式４

主　任　技　術　者　通　知　書

次のとおり主任技術者を定めましたので通知します。

記

事 業 名 称

フ リ ガ ナ

氏 名

契 約 金 額

履 行 場 所

大阪市長 様

受注者

令和　　　年　　　月　　　日

保存５年

生 年 月 日

資 格
（ 登 録 番 号 ）

職 歴

年 年当社勤務年数 実務経験年数



保存５年

令和　　　年　　　月　　　日

大阪市長 様

事 業 名 称

雇用関係を証明するもの

① 被保険者証
雇用保険

③ 被保険者資格取得届
② 標準報酬決定通知書

⑤ その他公的書類で雇用が確認できる書類

③ 経営事項審査申請書に添付した技術職員名簿
④ 在職証明書又は社員証（いずれも社印又は事業主印のあるもの）

社会保険

受注者

主たる営業所（又は支店等）

の 所 在 地
商 号 又 は 名 称
代表者（又は受任者）

様式５

主任技術者が受注者に所属することを証する書面の届出

次のいずれかの写しを貼り付けて下さい。

証明するもの（写し）貼付

② 賃金台帳及び源泉徴収票

　下記の者が受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であることの証明を届出します。

① 住民税特別徴収税額通知書（特別徴収義務者用）
その他

② 被保険者通知書（事業主通知用）

① 健康保険被保険者証（所属会社が判るもの）

健康保険被保険者証、住民税特別徴収税額通知書等の写し

氏 名

また、当該本人以外の個人情報（事業主名は除く）は黒塗りの上貼り付けて下さい。

注意

③　　親会社及びその連結子会社の間の出向社員(国総建第３３５号　H15.1.22)

なお、在籍出向者や派遣社員は次の場合を除き認められていない。＊(国総建第３１５号　H16.3.1)

　 雇用関係を証明する上記の写しの貼り付けは、当該本人の同意を得て行なって下さい。

②　　大臣認定の企業集団に属する親会社からの出向社員(国総建第９７号　H14.4.16)

①　　建築業を廃業した出向元企業からの出向社員（国総建第１５５号　H13.5.30)



※業務上必要な場合に記入のうえ、資格証等を添付すること。

　　・責任者に委任しない権限の内容

様式６

責　任　者　通　知　書

下記のとおり通知します。

大 阪市 長 様

令和　　　年　　　月　　　日

保存５年

年 実務経験年数 年

職 歴

当社勤務年数

□　修繕請負契約書第15条第３項に基づき、自己の有する権限のうち次の権限については、
　　 責任者に委任せず自ら行使します。

資 格 ※
（ 登 録 番 号 ）

主たる営業所（又は支店等）

の 所 在 地
商 号 又 は 名 称
代表者（又は受任者）

部 署 名
フ リ ガ ナ

氏 名

電 話

担 当 業 務

直接雇用　　・　　その他（　　　　　　　　　）雇 用 形 態

責 任 者

記

受注者

□　次のとおり責任者を定めます。

事 業 名 称



受注者

次のとおり責任者を変更しましたので通知します。

記

主たる営業所（又は支店等）

の 所 在 地
商 号 又 は 名 称
代表者（又は受任者）

様式７

責　任　者　変　更　通　知　書

令和　　　年　　　月　　　日

大阪市長 様

保存５年

職 歴

当社勤務年数 年 実務経験年数 年

※業務上必要な場合に記入のうえ、資格証等を添付すること。

旧 任 者
フ リ ガ ナ

氏 名

事 業 名 称

履 行 場 所

新 任 者

部 署 名

フ リ ガ ナ

氏 名

電 話

担 当 業 務

資 格 ※
（ 登 録 番 号 ）

直接雇用　　・　　その他（　　　　　　　　　）雇 用 形 態



様式８

監督職員
補助監督
職　　　員

監督補助者

受注者

借用期間 　　令和　　　年　　　月　　　日 から 令和　　　年　　　月　　　日 まで

預　か　り　証

令和　　　年　　　月　　　日

大阪市経済戦略局長 様

主たる営業所（又は支店等）

の 所 在 地
商 号 又 は 名 称
代表者（又は受任者）

　次のとおり預かります。

記

事業名称 ●●修繕

品　　名 形状寸法 数　　量 備　　考

保存５年



様式９

監督職員
補助監督
職　　　員

監督補助者

受注者

【借用品】

貸 与 品 借 用 書

令和　　　年　　　月　　　日

大阪市経済戦略局長 様

記

主たる営業所（又は支店等）

の 所 在 地
商 号 又 は 名 称
代表者（又は受任者）

保存５年

　　　大阪市経済戦略局所有の資料その他必要な物品等について次のとおり借用します。

　　令和　　　年　　　月　　　日 から 令和　　　年　　　月　　　日 まで

品　　名 形状寸法 数　　量 備　　考

事業名称 ●●修繕 借用目的 ○○

借用期間



様式10

監督職員
補助監督
職　　　員

監督補助者

受注者

【支給品】

　　　次のとおり支給品を受領します。

支 給 品 受 領 書

令和　　　年　　　月　　　日

大阪市経済戦略局長 様

主たる営業所（又は支店等）

の 所 在 地
商 号 又 は 名 称
代表者（又は受任者）

記

事業名称 ●●修繕 受領目的 ○○

品　　名 形状寸法 数　　量 備　　考

保存５年



様式11

監督職員
補助監督
職　　　員

監督補助者

受注者

【返納品】

保存５年

事業名称 ●●修繕

品　　名 形状寸法 数　　量 備　　考

記

貸 与 品 等 返 納 書

令和　　　年　　　月　　　日

大阪市経済戦略局長 様

     貸与品等について次のとおり返納します。

主たる営業所（又は支店等）

の 所 在 地
商 号 又 は 名 称
代表者（又は受任者）



様式12

監督職員
補助監督
職　　　員

監督補助
者

受注者

履　行　期　限
（納　入　期　限）

　　令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

保存５年

　　　　　経 契　第　　　　　　　　　　　　　　　号契　約　番　号

履　行　場　所
（納　入　場　所）

○○

契 約 年 月 日 　　令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

完　　成　　日 　　令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

事　業　名　称 ●●修繕

納　　入　　日 　　令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

修　繕　完　了　等　通　知　書

　　　次のとおり通知します。

記

令和　　　年　　　月　　　日

大阪市長　様

主たる営業所（又は支店等）

の 所 在 地
商 号 又 は 名 称
代表者（又は受任者）



請　求　書

大阪市長　様

住　所
氏　名

次のとおり請求します。

金　　　額 円也
内　　　　　容

※　金額の前には必ず￥を付けてください。

□　債権者登録済の金融機関の口座に振り込んでください。

支店名称

指定口座
※　指定口座は、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｍよりご指定ください。

□　次に指定する金融機関の口座に振り込んでください。
金融機関名称

本市記入欄

記載事項等照合先（契約番号等） 執行主管コード

様式13

令和　年　月　日

業務区分

支出命令番号

債権者番号

フ　リ　ガ　ナ
口　座　名　義

□基　金　□歳計外□歳　入□歳　出

預金種別 口座番号


